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青森県内町村行政の推進につきましては、日頃から格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
本県町村は、行政に対する地域住民の要請が一層高まる中で、昨今の厳しい環境のもと住民に密着した効率的な行政を目指し、鋭意努力しているところであります。
去る３月１１日に発生した東日本大震災は、我が国がかつて経験したことのない甚大な被害をもたらしたことから、国におかれましては、被災地域の災害復旧・復興対策に総力を挙げて取り組むとともに、これら対策に係る財政措置や法整備等を早急に行うよう、提案いたします。
また、町村は住民直結の行政の立場をご賢察の上、平成２４年度政府予算編成及び施策立案に当たっては、以下に掲げた本県関連施策事業の一層の推進について、県内全町村の総意により、提案いたします。
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東日本大震災の復旧・復興対策に関する提案
東日本大震災の復旧・復興対策に関する提案
去る３月１１日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に、多くの尊い人命が失われるなど、我が国がかつて経験したことのない甚大な被害をもたらしました。
本県においても、死傷者や多くの住宅被害がでたほか、港湾、漁港施設をはじめ、道路、下水道、工場等多くの施設で甚大な被害が生じるとともに、燃料不足や物資の停滞など大きな影響を受けたところであります。
つきましては、国におかれましては、東日本大震災がかつて経験したことのない国家レベルで対応すべき大災害であることに鑑み、前例にとらわれることなく被災者支援に全力を尽くし、被災地域の災害復旧・復興対策に総力を挙げて取り組むとともに、これら対策に係る財政措置や法整備を早急に行う必要があることを認識し、次に掲げる事項を速やかに実現されるよう強く提案します。
１　災害復旧に向けた支援について
(1)　迅速な災害復旧及び機能強化を加えた対策ができるよう、大規模な災害復興のための交付金制度の創設を図ること
(2)　被災者生活再建支援
①　住宅の全壊・半壊被害を受けた被災者が、希望を持って生活再建できるよう被災者生活再建支援制度に係る支援金の早期給付及び拡充給付すること
②　被災者の生活再建のために、更なる雇用対策の充実強化を図ること
(3)　農林水産業等地域産業への支援
①　地域経済を活発化し、復興支援を進めるため、自粛ムードの改善や旅行需要の喚起など、総合的な地域経済復興支援策を講じること
②　更なる被災企業の復旧及び資金援助等救済支援を行うこと
③　被災農林水産業者の経営再建に向けた支援を図るとともに、被災施設等の早期復旧に向けた財政支援を強化すること
ア．中小漁業者への資金調達の円滑化を図る漁業緊急保証対策事業の延長等の資金融資対策
イ．漁船の新規建造に係る経費への更なる支援
ウ．漁業構造改革総合対策事業の次期対策の早期実施並びに予算の大幅な拡充及び採択要件の緩和
エ．使用不能となった漁具等の災害廃棄物処理に係る経費への支援
オ．被災農畜産業の経営再建に向けた主要施設整備（豚舎建築等）や、農業用機械・施設の導入及び修理・修繕に対する補助
カ．被災農畜産業者の移転先に係る土地開発関係の許認可事務の緩和
キ．農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の貸付条件の緩和
④　漁港・漁場等の水産基盤施設等の早急な復旧・復興に向けて、漁場の耕起作業に　　係る費用への補助など、全面的に支援すること
⑤　海産物の壊滅的な被害を受けた栽培漁業について、これまで以上に種苗の育成や養殖事業等への取組みを強化すること
⑥　家畜飼料の逼迫を解消するため、広域的な流通の確保や地域内の円滑な配分に向けた配合飼料メーカーへの指導を強化するなど、生産活動が損なわれないよう、安定した供給を支援すること
２　防災対策の強化について
(1)　総合的な防災対策の推進
①　津波・高潮による災害を未然に防ぐため、海岸保全施設事業の促進を図ること
②　防潮堤や防潮水門の遠隔操作、津波監視カメラの設置等防災施設整備や迅速な避難が可能となる施策の推進を図ること
③　今回の津波の被害状況を踏まえ、海岸施設や漁港施設などの設計基準の見直しや整備のあり方等を検討すること
④　災害及び復旧時における正確な各種情報及び施策について、できるだけ早く的確に発信し、住民生活の安全・安心を図ること
⑤　最大津波が予想される地域の住宅移転の支援を図ること
⑥　情報通信確保のための機器整備に係る財政支援及び新たな防災計画策定に係る財政支援を講じること。
また、無線周波数の確保を図ること
⑦　医療機関の維持機能対策を図るため、医薬品、医療材料等の流通備蓄と、配送燃料確保を組み合わせた確実配送可能なシステムを構築すること
(2)　災害時に避難所となる学校、社会教育施設等の耐震化や避難場所としての機能の充実を図るため、耐震化事業に対する財政支援を講じるとともに、非常用発電施設整備、燃料貯蔵設備、物資備蓄倉庫等設置、及び物資購入に係る財政支援を講じること
３　地方自治体への財政支援について
(1)　被災自治体が円滑な災害復旧等に取組むことができる更なる財政支援措置を講じること
(2)　各種事業に係る国庫補助・負担率の引き上げ、地方負担に係る特別の地方債の発行及びその元利償還費に対する交付税措置の充実、各種減免措置に伴う地方自治体の減収補てん、災害に起因した地方税の減収に伴う交付税の増額など、更なる地方財政措置等を図ること
４　原子力施設等の安全対策等について
(1)　東京電力福島第一原子力発電所での事故に係る速やかな事態収拾を図ること。
(2)　今回の事故により、農畜産物等の風評被害が懸念されることから、放射線測定による安全性の証明や、放射線影響等に関する迅速かつ正確な情報提供を実施すること
(3)　今回の事故について、徹底的な原因究明を行い、安全上反映すべき事項については、国内の原子力施設に反映し、安全確保に万全を期すこと
(4)　今回の事故を速やかに検証し、防護区域のあり方をはじめ、今後の原子力防災対策の見直しに適切に対応すること
(5)　原子力施設等が立地する下北半島地域において、大規模災害時に広域的な避難や支援物資輸送を可能とする道路ネットワークを、国の役割や負担を強化し、早急な整備を図ること
平成24年度政府予算編成及び施策に関する提案
総務省関係提案項目
１　町村自治の確立及び地方財政基盤の充実・強化について
２　自治体病院に対する財政措置の充実・強化について
３　情報化施策の推進と地上デジタル放送への円滑な移行について
１　町村自治の確立及び地方財政基盤の充実・強化について
町村は、住民に最も身近な行政主体として、厳しい行財政環境において、農林水産業の振興、立ち遅れている生活関連施設の整備等各般の政策課題を着実に推進する重要な役割を果たしてきました。
このような中、町村がより自主的・主体的な地域づくりを進めるためには、町村自治の確立とその前提となる財政基盤の確立が不可欠であります。
つきましては、町村を取り巻く厳しい行財政環境をご賢察のうえ、分権型社会の構築を推進するとともに町村財政基盤を充実・強化するため、次のとおり提案します。
(1)　町村自治の確立について
①　国と地方の役割分担、義務付け・枠付けの廃止・縮小及び条例制定権の拡大を図ること
②　国と地方の二重行政の解消等による行政の簡素化をはかること
(2)　町村財政基盤の確立
①　地方が担うべき事務と責任に見合うよう、国税と地方税の税源配分の見直しを図ること
②　地方が担う幅広い社会保障サービスの安定財源を確保する観点から、地方消費税の充実等、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
(3)　地方交付税の充実強化
①　交付税率を引き上げるとともに、三位一体改革で削減された地方交付税の復元・増額を図ること。
②　安定的な財政運営に必要となる地方交付税等の一般財源の総額を確保すること。また、「地域活性化・雇用等対策費」による地方交付税の別枠加算についても、少なくとも同水準を維持すること。
③　地方交付税の持つ財源保障機能と財源調整機能を堅持すること
④　基準財政需要額の算定方法の簡素化のため、人口と面積を基本とした算定が行われているが、多くの町村は過疎、山村、豪雪等の条件不利地域であり、その人口・面積も千差万別であるため、町村の多様な財政需要を的確に反映するための工夫を重ね、個別町村の行財政運営に支障をきたすことのないよう、所要額を確保すること
⑤　地球温暖化防止等が大きな問題とされている中、町村における森林・林業行政の充実と、森林整備促進の実効性を高めるため、地方交付税における基準財政需要額に森林面積(国有林野面積を含む)を測定単位として算入する｢森林・林業行政費｣を新設するなどの所要の財政措置を講じるとともに「林道延長」を補正要素に加えること。
特に、森林面積を算入する際には、歴史的経緯等を踏まえ、国有林を含めた算定基準となるよう配慮すること。
(4)　一括交付金の制度化
　　平成２４年度から導入する市町村の補助金等の一括交付金化については、小規模町村においても必要な事業が計画的に実施できるよう配慮するとともに、財政力の弱い自治体への手厚い配分をはじめ、交付総額の確保を図ること。
　　なお、対象範囲や配分基準、継続事業や年度間の変動が大きい町村に対する具体的な措置等の検討に当たっては、町村の意見を十分踏まえること。
(5)　地方債の財源措置
　臨時財政対策債をはじめ累積する地方債の元利償還については、将来において町村の財政運営に支障が生じることがないよう、万全の財源措置を講ずること。
２　自治体病院に対する財政措置の充実・強化について
市町村の自治体病院は、地域医療の確保や医療水準の向上に大きな役割を果たしてきたが、慢性的な医師不足や恒常的な赤字など多くの課題を抱えていることから、各自治体が公立病院改革プランを踏まえ二次医療圏で必要な医療提供体制の確保など自治体病院機能再編成の実現を強力に推進するため、財政措置の更なる充実・強化を図ること。
３　情報化施策の推進と地上デジタル放送への円滑な移行について
　　全ての国民が、平等にICT（情報通信技術）を活用し、その恩恵を享受できる社会を実現することが、情報化施策の推進にとって重要な課題であることから、次のとおり提案します。
(1)　地上デジタル放送への円滑な移行　
地上デジタル放送移行後、テレビが視聴できない条件不利地域等の世帯に対しては、国の責任において万全な措置を講じること。
(2)　電子行政の推進
①　国の制度改正に伴う電算システムの開発・改修について、十分な財政措置を講じること。また、電算システムの開発等の費用を抑え、システムの信頼性を高めるため、制度改正の詳細決定から施行までの準備期間を十分確保すること。
②　自治体クラウドの早期導入及び運用開始のための施策及び財政措置を講じること。
文部科学省・文化庁関係提案項目
１　核融合研究開発を行う国際研究拠点の整備について
２　野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について
３　義務教育施設等の耐震化及び老朽化対策事業の推進について
１　核融合研究開発を行う国際研究拠点の整備について
我が国が核融合研究開発で世界に貢献する主要な役割を担っていくためには、本県六ヶ所村に整備されている国際核融合エネルギー研究センターにおいて、核融合エネルギーの早期実現を図るプロジェクトが着実に進められ、次世代核融合炉の実現に向けた核融合研究を行う国際研究拠点としての整備を進めていくことが必要です。
　つきましては、次のとおり提案します。
(1)　国際核融合エネルギー研究センターにおいて、核融合エネルギーの早期実現を図るプロジェクトを着実に進め、世界から多くの研究者が集う国際研究拠点としての整備を進めること。
(2)　国際核融合エネルギー研究センターにおいて、大学や研究機関等と連携・人材交流を進め、核融合に関する総合的な教育・研究体制を構築すること。
２　野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について
本県に生息する野生鳥獣は、生息環境の変化等により生息地の拡大とともに生息数が増加し、人家周辺まで出没して農作物を食い荒らすほか、人を威嚇するなど被害が深刻化しています。
特に下北半島に生息するニホンザルは天然記念物に指定され、国指定鳥獣保護区の設定により保護が図られているため、その対応に苦慮しております。
　　つきましては、今後とも野生鳥獣との共存を図りつつ、人との棲み分けを目指すために、各種被害防止対策や生息域拡大防止対策など野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について提案します。
３　義務教育施設等の耐震化及び老朽化対策事業の推進について
　　学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所としての重要な役割を担っており、その機能を十分に発揮するためには、第一に安全で安心できるものである必要があります。
町村を取り巻く厳しい財政環境の中、学校施設等の耐震化及び老朽化対策事業など各事業が、町村の整備計画どおり進めることができるよう十分な財政支援をお願いするとともに、町村の負担を軽減するため、次のとおり提案します。
(1)　義務教育施設等の耐震化事業等について、地域の実情に即して補助単価を見直すこと。また、地震防災対策特別措置法に基づく財政措置の対象の拡充をはかること。
(2)　廃校等に伴う既存施設の解体については、町村にとって過重な負担となっている現状に鑑み、地域の実情に配慮した適切な措置を講じること。
厚生労働省関係提案項目
１　地域医療の確保・充実について
２　子育て支援対策の総合的な推進について
３　介護保険制度の円滑な運営について
４　国民健康保険制度等の円滑な実施について
５　障害者保健福祉施策の推進について
１　地域医療の確保・充実について
　　少子・高齢社会を迎え、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、地域医療の確保と医療水準の向上に大きな役割を果たしてきた自治体病院は、これらの変化に的確に対応し、また、地域住民のニーズにあった地域に根ざした医療供給体制の整備が必要でありますので、地域医療の確保・充実を図るため、次のとおり提案します。
(1)　医師の確保について
本県においては、産婦人科医の不足により産科医療が受けられず地域の不安が増大していることに加え、小児科医、麻酔科医や地域医療の中心をなす内科医等、医師不足が深刻化しているため、定員配置等規制的手法の導入や一定期間過疎地域等への勤務義務付けなど診療科偏在・地域偏在を抜本的に解消する仕組みを早急に確立するとともに、地域の実情に合った柔軟で実効ある需給調整の仕組みを構築すること。
また、医学部の定員増等により地域医療を担う医師の確保対策を強力に推進すること。
(2)　自治体病院に対する財政措置の充実・強化について（再掲）
市町村の自治体病院は、地域医療の確保や医療水準の向上に大きな役割を果たしてきたが、慢性的な医師不足や恒常的な赤字など多くの課題を抱えていることから、各自治体が公立病院改革プランを踏まえ二次医療圏で必要な医療提供体制の確保など自治体病院機能再編成の実現を強力に推進するため、財政措置の更なる充実・強化を図ること。
２　子育て支援対策の総合的な推進について
　　子育ての経済的負担の軽減や、仕事と子育てを両立させるための職場環境づくりの推進など、子どもが健やかに生まれ育つための総合的施策を積極的に推進されるよう、次のとおり提案します。
(1)　乳幼児期の医療費及び保育料の無料化など、子育て環境を整えること。
また、特定不妊治療について、希望する者が誰でも利用できるよう健康保険適用とするとともに、妊婦健康診査の１４回程度の公費負担を確実に実施できるよう恒久的な措置を講ずること。
(2)　多様かつ柔軟な保育サービスや放課後子どもプラン、地域子育て支援センター事業など、すべての親子を対象とした子育て支援サービスの推進を図ること。
(3)　子ども手当に係る必要な経費については、全額国庫負担とすること。
３　介護保険制度の円滑な運営について
　　本格的な高齢社会を迎えるなか、町村は介護保険制度の運営に懸命の努力を傾注しているところであり、介護保険制度が着実に実施され、利用者が安心してサービスを受けられるよう必要な措置を講じるとともに、利用者はじめ住民や町村に過重な負担が生じることがないよう、次のとおり提案します。
(1)　財政支援について
市町村介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供できるよう、人材の育成・確保等に係る介護基盤を整備し、適切な財政措置を講じること。
 (2)　住所地特例の拡大について
障害者支援施設等、介護保険施設以外の施設については、介護保険制度上の住所地特例がないため、同施設等を多く抱える町村では、介護保険財政に多大な影響を及ぼすことが懸念されることから、各制度間において、統一的な取扱いとなるよう、介護保険制度上の住所地特例の適用範囲を拡大すること。
（3）　介護従事者処遇改善臨時特例交付金等の継続について
　　介護従事者処遇改善臨時特例交付金及び介護職員処遇改善交付金は、国の責任において継続すること。
４　国民健康保険制度等の円滑な実施について
国民健康保険制度は、被用者保険に比べ低所得者層が多く、さらに老人加入率が高い等、その構造的な体質のため、財政的に脆弱であるうえに、医療費の増嵩等により保険料（税）の負担及び一般会計からの繰入れはすでに限界に達するなど、制度の維持運営に支障を来しております。
こうした中、国では、現在の後期高齢者医療制度を廃止し国民健康保険の広域化を含め新たな医療制度を構築するとしていますが、新たな医療制度を構築するにあたっては、実施主体である町村の意見を十分に反映されるよう、次のとおり提案します。
(1)　高齢者医療制度改革について
「地域保険」への第一段階として国民健康保険と高齢者医療制度を一元化するのであれば、厳しい国保財政の強化・支援策を国として明確に示すこと。
(2)　 国民健康保険について
　　国保の財政基盤の強化を図るため、国の責任において国保関係予算の所要額を確保すること。
５　障害者保健福祉施策の推進について
　　障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、福祉施策を推進し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、次のとおり提案します。
(1)　｢障がい者総合福祉法（仮称）｣の制定に当たっては、町村の意見を尊重し、現場に混乱を起こさぬよう十分な時間をかけて検討するとともに、その間は国による財政支援の拡充を含め、現行制度の円滑な運営に努めること。
(2)　生活保護世帯における自立支援医療（更生医療）は、町村の財政負担が多大なことから、適切な財政措置を講じること。
農林水産省関係提案項目
１　農業の振興について
２　林業の振興について
３　水産業の振興について
１　農業の振興について
　　本県では、消費者が求める安全、安心で良質な農林水産物やその加工品を生産し、強力に売り込んでいく販売重視の「攻めの農林水産業」を積極的に推進しており、地域の創意工夫を発揮した施策の展開に努めているところであります。
　　つきましては、農業・農村が直面している厳しい状況を踏まえつつ、食料自給率の向上、食の安全・安心の確保と、農業・農村の再生と活性化を図るため、次のとおり提案します。
(1)　地域農業の担い手の確保・育成支援対策について
農林漁業家の高齢化と後継者不足に伴い、地域では担い手の減少が深刻な問題となっておりますので、生産者の所得向上・収入の安定を図りながら地域農業や農村社会を維持・発展させていくため、家族農業経営、集落営農、法人経営それぞれに対する具体的な支援策及び人材確保方法を早急に明確化するとともに、現場に定着している認定農業者制度との間で混乱が生じないよう整合性に配慮した役割分担を明らかにすること。
(2)　戸別所得補償制度の着実な推進について
平成23年度から本格実施に移行した本制度は、農家段階に着実に定着しつつあることから、現場での実情・意見を十分に踏まえ、必要とされる財源を確実に確保するとともに、安定的な制度とするため法制化を図ること。
また、畜産・酪農業に対する所得補償制度の導入にあたっては、現場での混乱が起きないように具体策を早急に示すとともに、町村の財政負担や事務量増大を招かないよう配慮すること。
(3)　りんご果実飲料の原料原産地表示について
りんご果実飲料は、その機能性が評価され、健康飲料として子供から高齢者まで幅広く親しまれています。しかし、中国製加工食品への農薬混入問題を契機に、食の安全・安心への関心が一層高まっていることから、りんご果汁の原産地表示は、消費者の求める正確な情報提供や商品への信頼度向上を図る上で必要不可欠となっておりますので、りんご果実飲料の原料原産地表示を早期に義務化すること。
(4)　台湾におけるりんごの残留農薬基準の設定について
本県では、台湾をはじめとするアジア地域を主体とした輸出促進に力を入れており、国産りんごの台湾向け輸出量も2万トンを超える大きなマーケットとして定着しておりますが、台湾と日本との残留農薬の基準が異なり輸出の障害となっております。国のご尽力により、昨年から今年にかけ一部農薬に基準設定されたところですが、国内で一般使用されているりんごの農薬について、台湾側に農薬残留基準を早期に設定するよう引き続き働きかけること。
（5）果樹経営安定制度の創設について
　　本県では、県、市町村、生産者等の拠出によるりんご経営安定対策事業を実施しており、加入生産者の経営安定に寄与しておりますが、自然災害の多発や輸入果実・果汁の急増等により生産者は大きな不安を抱えており、経営安定を図るための制度の創設が急務となっております。
つきましては、国、県、市町村、生産者の拠出により基金造成をし、当該年のりんごの平均販売価格が一定金額（基準額）を下回った場合、その金額を補てんする果樹経営安定制度を創設すること。
なお、この制度に加入する生産者には、果樹共済の加入を義務付けること。
(6)　「環境公共」の推進について
本県では、「農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる」との観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を「環境公共」と位置付けて推進しています。
「環境公共」では、構想から計画、実施、日常の維持管理までの各段階において、農林漁業者のみならず地域住民やNPOなど多様な主体による協働を促進しながら、地場の資源、技術、人財を最大限に活用して環境の保全･再生に資する農林水産業の社会資本の整備を図ることとしております。
しかしながら、昨今の町村は財政的に厳しく、こうした取り組みが十分にできない状況にありますので、町村の環境への配慮が適切に反映されるよう財政措置の充実を図ること。
(7)　野生鳥獣被害対策の推進について
ニホンザルやクマなど野生鳥獣による農林漁業被害は、農山漁村の暮らしに深刻な影響を与えていますので、「鳥獣被害防止特措法」等による支援制度を活用しながら、町村が野生鳥獣被害対策に主体的に取り組むことができるよう、引き続き必要な財政措置を講じること。
(8)　粘り強い国際農業交渉の展開について
関税撤廃の例外措置を認めないTPPは、日本農業の壊滅的打撃や農山漁村の崩壊を招くことが危惧されるため、現状での参加は行わないこと。
また、WTO農業交渉については、今後とも、各国の多様な農業の共存を基本とし、農業の多面的機能への配慮や食料安全保障の確保などを内容とする「日本提案」の実現に向け、粘り強い交渉を強力に展開するとともに、地域の産業・経済が崩壊することのないよう、上限関税の導入を阻止し、重要品目の数を十分に確保すること。
さらに、各国と個別に行われるEPA・FTA交渉については、国内農業・農村の振興を損なわないよう十分配慮しつつ、取り組むこと。
特に、日豪EPA交渉にあたっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの我が国農業の重要品目について、関税撤廃の対象から除外するなど適切に対応すること。
２　林業の振興について
　　青森県では、「攻めの農林水産業推進基本方針」に即し、山・川・海をつなぐ水循環の再生・保全を柱として、森林の持つ多面的機能の持続的発揮が図られるよう、郷土樹種を主体とした多様な森づくりを推進しております。
つきましては、水資源のかん養や災害防止、さらには喫緊の課題となっている地球温暖化防止など環境保全に欠かせない「美しい森林づくり」を推進するため、次のとおり提案します。
(1)　森林吸収源対策としての森林整備の推進について
森林県である本県は、温室効果ガスとされる二酸化炭素の吸収に大きく貢献しており、「低炭素社会」の実現を目指した適切な森林整備による森林吸収減対策を強力に推進するため、新たな財源として全国森林環境税を創設するなどし、依然として厳しい林業経営が続く山村地域の実情を踏まえた森林の整備・保全等の諸対策を一層推進すること。
(2)　森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興について
森林資源の循環利用による林業・木材産業の振興を図るため、地域材の一般住宅への利用促進及び公共施設等の木造化推進のための支援制度を拡充するとともに、未利用の間伐材など木質バイオマス資源のエネルギー利用を推進し、森林資源の循環利用を促進するための多面的な施策を展開すること。
(3)　地方交付税測定単位への森林面積(国有林野面積を含む)の反映について
地球温暖化防止等が大きな問題とされている中、町村における森林・林業行政の充実と、森林整備促進の実効性を高めるため、地方交付税における基準財政需要額に森林面積(国有林野面積を含む)を測定単位として算入する｢森林・林業行政費｣を新設するなどの所要の財政措置を講じるとともに「林道延長」を補正要素に加えること。
特に、森林面積を算入する際には、歴史的経緯等を踏まえ、国有林を含めた算定基準となるよう配慮すること。
３　水産業の振興について
青森県内の沿岸町村は、水産業を地域振興の発展に欠くことのできない基幹産業と位置付け、安全で多様な水産物の安定的な供給を通じて、健康で豊かな日本型食生活を支えるべく、地域関連産業も含め総合的な水産業の振興に努めております。
　つきましては、より一層の水産業の活性化が図られるよう、次のとおり提案します。
(1)　漁業経営安定対策の強化について
「資源管理・漁業所得補償対策」については、漁業者の声を聞きながら平成23年度に導入されたところですが、引き続き安定的な制度運営に努めること。
(2)　大型クラゲ・トド被害対策の推進について
近年、本県沿岸沖に大量発生する大型クラゲは、大型定置網漁業、底引き網漁業の漁具や漁獲物に大きな被害を及ぼしているので、発生原因の究明を図るとともに、引き続き漁業被害対策を講じること。
また、トドは水産庁が絶滅の恐れのある希少種に指定し、駆除が制限されておりますが、漁具の破損や漁獲物の食害など、漁業被害は漁業者の生活に大きな影響を及ぼしておりますので、駆除等に係る助成制度の拡充や駆除枠を拡大すること。
(3)　沿岸漁業・沖合漁業の共存共栄について
水産資源を安定的・永続的に確保し、漁業を持続可能なものとするため、沿岸漁業・沖合漁業の共存共栄が図られ、安全が保障された操業水域を実現すること。
経済産業省、資源エネルギー庁、
原子力・安全保安院関係提案項目
１　原子力施設の安全対策について
２　電源地域振興のための交付金制度の拡充について
３　高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る諸施策の推進について
１　原子力施設の安全対策について
　　去る3月11日の平成23年東北地方太平洋沖地震により東京電力福島第一原子力発電所において事故が発生し、未だ事態収束と至っておりません。この事故により様々な影響があることから、次のとおり提案します。
(1)　東京電力福島第一原子力発電所での事故に係る速やかな事態収拾を図ること。
(2)　今回の事故により、農畜産物等の風評被害が懸念されることから、放射線測定による安全性の証明や、放射線影響等に関する迅速かつ正確な情報提供を実施すること
(3)　今回の事故について、徹底的な原因究明を行い、安全上反映すべき事項については、国内の原子力施設に反映し、安全確保に万全を期すこと。
(4)　今回の事故を速やかに検証し、防護区域のあり方をはじめ、今後の原子力防災対策の見直しに適切に対応すること。
２　電源地域振興のための交付金制度の拡充について
　　原子燃料サイクル施設等の原子力関連施設の立地に関して重要な役割を果たし、国のエネルギー政策に大きく貢献してきた本県の実情を十分に認識したうえで、引き続き本事業を着実に進めていくためには、電源立地地域の住民はもとより、県民の理解と協力が不可欠であり、全県的な地域振興を図ることが必要であります。
　　また、環境への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとして電力を安定供給する水力発電施設を維持する必要があります。
つきましては、電源三法交付金制度の更なる拡充が必要であることから、次のとおり提案します。
(1)　エネルギー対策特別会計の運用に当たっては、電源立地地域への財政的支援措置が後退することのないよう、電源立地地域対策交付金等の原資を十分に確保すること。
(2)　電源地域の地域振興の一層の充実を図るため、電源立地地域対策交付金においては、電気料金の割引等に係る交付対象区域の全県拡大、交付単価・交付限度額の引上げ、使途の拡大及び一層の弾力化を図ること。
(3)　水力発電施設周辺地域交付金相当部分（水力交付金）については、今後とも安定的な水力発電を維持する観点から、水力交付金を法律に基づく恒久的な措置とすること。
３　高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る諸施策の推進について
　　原子燃料サイクル施設では、海外返還高レベル放射性廃棄物及び六ヶ所再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物を30年から50年間一時貯蔵することとしているが、最終処分地選定の見通しが依然として不透明な状況であることから、国における一層の取り組みの強化が必要であります。
つきましては、高レベル放射性廃棄物の最終処分については、広報活動の強化や処分に係る研究開発の一層の促進を図り、最終処分地の早期選定に向け、政府一体のもと、一層の取り組みの強化を図ることを提案します。
国土交通省関係提案項目
１　道路の整備等について　　
２　県土の安全性の確保と向上について
３　津軽ダム建設事業の整備促進について
１　道路の整備等について　　
　　道路防災対策、冬期間の円滑な交通確保、通学路の安全確保等に向けた道路整備は、交通量等を測定単位とした費用対効果のみで判断するのではなく、経済や緊急時等地域住民の安全・安心を支える命綱であることから、幹線道路をはじめとする高規格幹線道路や国道、それを補完する地方道に至る道路ネットワークを形成するため、地方が真に必要とする道路整備に係る財源措置等を講じるよう、次の事項について提案します。
(1)　道路予算の確保について
①　道路事業予算の確保について
道路事業予算を確保するとともに、その配分に当たっては道路整備が遅れている地方へ重点配分すること。
また、社会資本総合交付金においても必要な額を確保すること。
②　市町村道整備予算の増額について
市町村道は、地域住民の日常生活に不可欠な生活関連施設であり、経済活動を支える基本的な社会基盤であることから、特別立法(山村振興法、豪雪地帯対策特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法）による整備も含め、市町村道の整備に係る予算の大幅増額を図ること。
(2)　主要幹線道路ネットワークの整備促進について
①　上北横断道路
②　八戸・久慈自動車
③　津軽自動車道（一般国道101号五所川原西バイパス、鰺ヶ沢道路）
④　下北半島縦貫道路
⑤　西津軽能代沿岸道路（追良瀬Ⅱ期バイパス）
(3)　市町村道除排雪費に対する社会資本整備総合交付金の制度の充実について
本県は積雪寒冷地域という地理的・気象的条件にあり、除排雪の充実が住民生活を支える上で非常に大きな課題となっております。しかしながら、市町村の財政状況は非常に厳しい状況にあることから、市町村道除排雪費が安定的に必要額を確保できるよう、社会資本整備総合交付金の制度の充実を図ること。
(4)　半島地域における道路交通網の整備について
①　国道279号の国直轄移管について
下北半島地域は、国家的プロジェクトとしてのむつ小川原開発計画や原子力発電所が稼働している東通村をはじめ、着工された大間町の原子力発電所等、我が国のエネルギー政策を推進する重要拠点であることから、当地域を縦貫する国道279号を国直轄移管すること。
②　災害時に対応する道路整備について
原子力施設等が立地する下北半島地域において、大規模災害時の広域的な避難や支援物資輸送を可能とする道路ネットワークについて、国の役割や負担を強化し、早急な整備を図ること。
③　離島航路事業の補助制度の拡充について
青森市と下北半島を結ぶ離島航路は、下北住民の医療、交通、文化、物資の輸送等の生活及び産業航路として重要な役割を果たしているが、事業者及び関係自治体は厳しい財政状況あることから、離島航路事業の適用範囲と財政支援を拡充すること。
④　函館～大間フェリー航路の存続に向けた助成制度について
函館市と下北半島を結ぶ唯一の交通手段である函館～大間フェリー航路は、経済、産業、医療、文化等地域に根ざした航路であり、国道279号及び国道338号の海上国道としての日本の国土軸を担ってきました。また、大規模災害時に対応する避難航路でもあることから、本航路の恒久運行のための財政支援を図ること。
２　県土の安全性の確保と向上について
本県は、急峻な地形が多く、また、冬期間の降雪や長い海岸線を有していることから、治水・高潮・津波対策及び土砂災害の防止など自然災害の発生を未然に防止し、地域住民の安全で安心な生活を確保することが急務であります。
つきましては、次の事項について提案します。
(1)　河川改修事業の整備促進について
本県は、未整備の河川が多く融雪期、台風及び集中豪雨時には、浸水被害が多発していることから、地域社会の安全性の向上を図るため、河川改修事業の一層の整備促進を図ること。
(2)　海岸事業の整備促進について
本県は、三方を海に囲まれており、海岸整備率は東北の中でも低い状況となっている。今後も発生の恐れのある津波・高潮による災害を未然に防ぐため、海岸保全施設事業の促進を図ること。
　　また、甚大で広範囲な津波対策を踏まえ、防潮堤や防潮水門の遠隔操作、津波監視カメラの設置等防災施設整備や迅速な避難が可能となる施策の推進を図ること。
(3)　砂防関係事業の整備促進について
本県の土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所は数多く点在しているが、整備状況は極めて低い水準にある。
地質が脆弱で危険な山地を背後に抱え、常に土砂災害の脅威にさらされている状況にあることから、地域の安全性の向上のため、砂防関係事業の一層の整備促進を図ること。
３　津軽ダム建設事業の整備促進について
　　一級河川岩木川は、平成１７年の融雪洪水によるりんご園の冠水、平成１９年には前線による大雨災害等の発生など、これまでもたびたび流域住民の生活が脅かされるなどの水害が発生しており、津軽地域の発展に大きな妨げになっております。
　　一方、水道用水、農業用水など各種水源として広く利用されておりますが、岩木川は２年に１度の割合で水不足が生じ、平成１９年には１１年ぶりに目屋ダムの緊急放流が行われる等、深刻な状況にあります。
　　このような状況の中、岩木川の本川上流に建設中の津軽ダムは平成２０年度より本体着工いたしましたが、岩木川の治水安全度の向上と、安全確保のための最重要事業でありますので、津軽ダムが早期に完成していただきますよう提案します。
環境省関係提案項目
１　廃棄物処理対策の拡充・強化について
２　野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について
１　廃棄物処理対策の拡充・強化について
　　生活環境の保全及び産業経済の健全な発展を図る上において、廃棄物処理施設の確保と廃棄物適正処理が要請されております。
　　また、社会形態をこれまでの大量消費型社会から廃棄物の再生利用に基づく循環型社会への移行を実現する必要がありますので、次のとおり提案します。
(1)　廃棄物焼却施設における施設の跡地利用を伴わない解体撤去に要する費用については、現在、循環型社会形成推進交付金の交付対象となっておらず、更には、労働安全衛生規則の一部改正に伴うダイオキシン類のばく露防止対策の義務化により、各町村の費用負担が増大している。
ついては、廃棄物焼却施設の解体撤去に要する費用について、更なる制度の拡充を図ること。
(2)　町村において処理困難な機械器具について、家電リサイクル制度対象品目を拡充するとともに、リサイクル料金を「前払い方式」に改めること。
また、不法投棄物の回収は製造業者等の責任で行うこととし、町村が不法投棄物を回収した場合は、その回収費用及びリサイクル費用を製造業者等の負担とするなど、町村の負担とならないよう万全の措置を講じること。
２　野生鳥獣の保護管理事業の充実・強化について
本県に生息する野生鳥獣は、生息環境の変化等により生息地の拡大とともに生息数が増加し、人家周辺まで出没して農作物を食い荒らすほか、人を威嚇するなど被害が深刻化しています。
特に、下北半島に生息するニホンザルは天然記念物に指定され、国指定鳥獣保護区の設定により保護が図られているため、その対応に苦慮しております。
　　つきましては、今後とも野生鳥獣との共存を図りつつ、人との棲み分けを目指すため、次のとおり提案します。
(1)　ニホンザル及びツキノワグマの個体数、生息状況等の調査を実施すること。
(2)　被害防止対策や生息域拡大防止対策などを町村が確実に実施できるよう、予算措置を長期的に継続すること。
資料４ 








